生涯学習センター駐車場運営仕様書
１　貸付物件　(１） 住　　所　台東区西浅草三丁目２５番１６号

　　　　　　　（２） 貸付物件　台東区生涯学習センター内　路外地下駐車場
（３） 面　　積　４６０.５㎡
２　使用目的　有料駐車場として使用し、管理する。
３　収容台数　５２台
（うち月極専用[機械式]１９台、時間貸専用２７台、台東区専用６台）
４　貸付期間　令和８年１１月１日から令和１３年３月３１日まで
※月極・時間貸ともに、令和８年１１月中旬から駐車場の運営を開始すること。詳細な日時に関しては別途通知する。
※貸付賃料については、運営開始後に発生するものとし、月の途中から運営を開始した場合の賃料は日割り計算とする。
５　使用条件　
（１）駐車場運営設備・・・下記の設備を施し、安全運営を重視する。
1 満空車表示灯、ゲートバー（入口・出口）、発券機、精算機等の設置。なお、車番認証カメラを設置し、車両ナンバーを認識したうえで精算を可能とする。
2 安全表示及び駐車場表示
3 支払いは硬貨（十円、五十円、百円、五百円）、紙幣（千円札、二千円札、５千円札、１万円札）、今後の改刷及び改鋳にも対応できること。また、キャッシュレス決済（クレジットカード、交通系ICカード及び二次元コード）の精算も可能とする。
4 台東区専用区画として、６台分の駐車スペースを設置すること。当該専用区画のため、及び車室への駐車を行わない車両（清掃車等）への定期駐車券を発行し、その費用は無料とすること。
5 区の事業や保守等により時間貸し車室を使用する際の駐車券を無料処理する機器２台（サービス券発行機、割引チェッカー等）を用意すること。なお、無料時間内に出庫する車両及び無料処理をした車両は、精算機の操作なく出庫できるものとする。
上記対応が難しい場合は、別途事前精算機の設置などによりスムーズな出庫を可能とすること。
6 その他、駐車場の運営上必要となるものを設置する。

7 その他、関連する法令を遵守する。
（２）営業及び供用時間
1 供用時間　２４時間（年中無休）
2 営業時間　２４時間（年中無休）
※ただし、時間貸駐車場の入庫時間は午前８時～午前２時までとする。
出庫時間は、すべての車両について２４時間とする。
　　（３）運営管理事項
1 駐車場内の機械式駐車場に第三者の特定の自動車を月極寄託契約する業務の全般。また、機械式駐車場の確認・点検を行い、月極利用者からの不具合連絡の共有を速やか区に報告すること。（メーカーによる点検は区で行う）
2 全自動料金精算システムによる駐車場時間貸業務の全般
3 満車表示と実際に駐車している台数に不合がある場合には調整を行うこと。
4 入出庫の支障等不具合が発生した場合には、２４時間体制で利用者からの連絡を受け応答すること。また、直ち（原則３０分以内）に現場へ直行し、不具合に対する復旧対応を行うこと。
5 料金精算時のトラブルに対応するため、２４時間対応可能なプライバシーマークを取得したコールセンターを確保すること。

（４）管理責任
1 開業準備期間及び契約期間内または契約終了後、駐車場として準備・営業・撤去することによって生ずる対応等（利用者・近隣住民等の対応、トラブル対応・集金・保守等）については、借主が一切の責任を負うこと。
② 借主は、自らが設置した駐車場運営設備に起因する事故等、借主の管理上の過失または 責めに帰すべき事由により生じた駐車場内の事故に対して責任を負うものとし、これを保障するための損害賠償責任保険に加入すること。　　
（５）原状回復
　　　　　賃貸借期間満了までに貸付対象物件を原状回復し、区に返還すること。
　　（６）その他
1 災害等により、緊急対策として区が必要と認めるときは駐車場の利用を制限できるものとし、借主は区に協力すること。この場合の料金は無料とする。
2 借主は、区が求めた場合には、駐車場の利用状況（月ごとの駐車台数及び売上額等）について、報告すること。
3 毎年１０月頃、車路出入口にあるかっぱ橋道具街通りにて、かっぱ橋道具まつりがあり、駐車場入口前の道路が１日通行止めになる。また、停電検査等工事・点検の際には、月極駐車場利用者に周知する等運営に十分注意すること。
4 借主は、貸付面積以外の場所に看板等を設置する際は、区と協議のうえ、区の定める使用料を支払うものとする。
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